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松

浦

典

弘

近
年
、
南
北
朝
階
唐
時
代
史

の
研
究

の
中

で
石
刻
史
料
が
盛

ん
に
利
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
研
究

の
進
展

に
大
き
く
寄
与
し
て

い
る
。
仏
教
史

の
分
野

に
お

い

て
も

石
刻
史
料

が
持

つ
意
義
は
き
わ
め
て
大
き

い
も

の
が
あ
り
、
編
纂
文
献
か
ら
は
知
り
え
な
か

っ
た
事
項
も
明
ら
か
に
な

っ
て
き

て
い
る
。
筆
者

は
寺
院

の
沿
革

や
僧
尼

の
伝
を
扱

っ
た
碑
文
を
読
解
し
、

そ
れ
を
も
と
に
当
該
時
代

の
仏
教
史
の
諸
問
題
に

つ
い
て
考
察
を
進
め

つ
つ
あ

る
.
現
在

は
特

に
北
朝
後
半
期

か
ら
唐
初

麟

期

に
か
け

て
の
国
家
と
仏
教

の
関
係
に
注
目
し

て
い
る
が
、
今
回
は
そ
の

一
環
と
し
て
開
元
七
年

(七

一
九
)
に
建
碑
さ
れ
た

「
大
唐
郭
県
修
定
寺

伝
記
」
を
読
解

ー

し
、
そ

の
訳
注
稿
を
作
成
し
た
。

修
定
寺
は
現
在

の
行
政
区
画
で
は
河
南
省
安
陽
県
に
属
す
る
清
涼

山
に
存
在
し

た
古
刹
で
あ
る
。
創
建
さ
れ
た

の
は
北
魏
期
で
、
そ

の
後
、
徐

々
に
寺
勢
を
拡
張

し
て

い
っ
た
。
北
魏

が
東
西

に
分
裂
し
た
後

は
、
東
魏
さ
ら

に
は
北
斉

の
領
域
に
属
し
、
朝
廷

の
保
護
も
あ

っ
て
大

い
に
発
展
し
た
。
特

に
北
斉
期

の
仏
教
界

の
大

物

で
あ

る
法
上
が
住
し
た
こ
と
は
、
本
寺

の
地
位

の
高

さ
を
窺
わ
せ
る
も

の
で
あ

る
が
、

こ
の
点
に
関
し

て
は

『続
高
僧
伝
』

の
法
上

の
伝
に
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

北
斉
滅
亡
後
は
北
周

の
廃
仏
と

い
う
仏
教
界

に
と

っ
て

の

一
大
危
機

に
遭
遇
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
階

に
入
り
復
興

が
な
さ
れ
た
。
寺
号
は
た
び

た
び
変
わ

っ
た

が
、

こ
の
時

期
に
朝
廷
よ
り

「修
定
寺
」
の
号
を
賜
り
、

こ
れ
よ
り
後

は
そ
れ
が
踏
襲

さ
れ
る
。
唐
初

に

一
時
廃

さ
れ

た
が
、

こ
れ
は
仏
教

.
道
教

の
抗
争

が
激
し

か

っ
た
時
期

に
と
ら
れ
た
国
家

の
宗
教
政
策

の

一
環

で
あ
ろ
う
。
貞
観
年
間

に
は
復
興
さ
れ
、
そ

の
後
碑
文
が
撰
述
さ
れ

た
時
期
ま

で
は
大
き
な
変

化
も
な
く
推
移

し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上

は
こ
れ
か
ら
紹
介
す

る
碑
文

の
内
容

か
ら
知
ら
れ
る
修
定
寺

の
歴
史

の
概
略

で
あ
る
が
、
特
に
東
魏

・
北
斉
期
を
中
心
に
重
要
な
記
事
を
含

ん
で
お
り
、
当
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該
地
域

の
仏
教
界

の
動
向
や
国
家
と

の
関
係
を
知

る
上

で
き
わ
め

て
貴
重
な
史
料
と
な

っ
て

い
る
。

修
定
寺
に
関

し
て
少
し
補
足
を
し
て
お
き
た

い
。
修
定
寺

に
お

い
て
有
名

で
あ
る
の
は
現
在
も
存
す
る
塔

で
あ

る
が
、

こ
れ
は
唐
代
に
創
建
さ
れ
た
も

の
で
、
威

通

一
一
年

(八
七
〇
)

の
題
記
を
有
す

る
。

こ
れ
以
降
に
も
宋

・
元

・
明

・
清
代

の
題
記

が
存
在
し
、

こ
れ
ら
を
含
む
詳
細
な
報
告

『安
陽
修
定
寺
塔
』

(河
南
省

文
物
研
究
所

・
安

陽
地
区
文
物
管
理
委
員
会

・
安
陽
県
文
物
管
理
委
員
会
編
、
文
物
出
版
社
、

一
九
八
三
)
が
出
版
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
寺
碑
も
本
稿
で
取
り
扱

っ

た
も

の
以
外

に
、

元
の
皇
慶

元
年

(
=
二
一
二
)
・
明
の
嘉
靖
二
八
年

(
一
五
四
九
)

の
碑
な
ど
が
存
在
し
、
唐
代
以
降

の
修
定
寺

の
様
子

が
窺

わ
れ
る
。
な
お
、

地
震
や
窃
盗

な
ど

の
影
響

で
荒
廃
し
、
現
在
も
同
地
に
残

る
の
は

こ
の
塔

の
み
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

訳
注
は
北
京
図
書
館

に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
拓
本

の
写
真

版

(
『北
京
図
書
館

蔵
中
国
歴
代

石
刻
拓
本

匪
編
』
第

二

一
冊
)
を
も

と
に
作
成
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る

と
碑
は
高

さ

一
二
〇

セ

ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
幅
五
五

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
で
、
両
面

に
字

が
刻
さ
れ
て
い
る
。
碑
陽

・
碑
陰
と
も
に
二
入
字

×

一
入
行
で
、
碑

の
下
部
が

欠
落
し

て
い
る
の
か
、
特
に
碑
陰

の
方

に
判
読
不
能
な
箇
所

が
間

々
あ
る
。
そ

の
他

に
も
何
文
字
か
判
読

で
き
な

い
も

の
が
あ

る
が
、
碑

の
内
容
の
大
筋
を
理
解
す

る
上

で
は
さ
ほ
ど
影
響
は
な

い
。
本

文
は
隷
書

で
あ
る
が
、
碑
額

に
は
築
書

で

「寺
記
之
碑
」
と
記

さ
れ
る
。

な

お
、

録
文
に
関
し
て
は
、

『全
唐
文
補
遺
』
第
三
冊

(三
秦
出

版
社
)

に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
作
成

の
際

に
も
参
考

に
し
た
。

訳
注

に
関

し
て
は
、
碑
文
本
文

の
釈
文
を
提
示
し
、

そ

の
訓
読
を
内
容

に
よ
る
段
落
分
け
を
し
た
上

で
掲
げ
、
注
と
解

説
を
付
し

た
。
簡
略
な
語
注
は
訓
読
中

に

(

)

つ
き

で
記
し
た
。
釈
文

に
関
し

て
は
、

で
き
る
限
り
碑

で
使

わ
れ

て
い
る
文
字
を
録
す
る

こ
と
が
望

ま
し

い
が
、
碑
文

独
特

の
書
体
も
多

く
、
全
て
を
再

現

す

る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
正
字
を
基
本

に
し
て
、
碑
文

の
文
字
を
見
て
明
ら
か
に
常
用
漢
字
を
用

い
る
方

が
原
碑

に
近
く
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

箇
所

に

つ
い
て
は
常

用
漢
字

と
し
た
。
判
読
不
能
な
文
字

に
関
し

て
は
口

で
表
し
、
推
測
が
可
能
な
部
分

に

つ
い
て
は
、
適
宜
解
説
を
加
え
る
こ
と
に
す

る
。
ま
た
、

改
行

は
碑
文
に
基

づ
く
形

で
行

っ
た
。

訓
読
は
常
用
漢
字
を
基
本
と
す

る
。
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大
唐
鄭
縣
脩
定
寺
傳
記

蓋
聞
赤
験
西
幸
。
啓
聲
教
於
隆
周
。
白
馬
東
巡
。
降
霰
儀
於
盛
漢
。
圖
澄
北
遙
。
息
威

怒
於
趙
邦
。
僧
會
南
遊
。
止
邪
諺
於
呉
國
。
安
上
駅
秦
□
之
乗
。
飛
令
巻
於
弥
天
。
生

公
居
宋
帝
之
宮
。
播
芳
猷
於
席

地
。
遂
致
人
王
頂
敬
。
天
主
蹄
心
。
脩
邸
第
以
擬
金

園
。
螢
陵
憂
而
模
像
設
。
入
解

流
液
。
注
浜
渤
以
漣
潴
。
七
覧
敷
榮
。
冠
嵩
華
而
共
峙
。

是
以
金
場
寳

刹
。
鱗
次
於
郊
畿
。
振
錫
乗
杯
。
羽
栩
於
都
邑
　
。
脩
定
寺
者
。
後
魏
蘭

若
。
沙
門
繹
僧
猛
之
所
立
也
。
法
師
俗
姓
張
氏
。
少
游
鄭
境
。
唯
工
父
猟
。
道
縁
將
畿
。

袋
降
異
徴
。
於
此

山
下
。
遇

一
庸
鹿
。
磨
機
飲
羽
。
因
即
堕
胎
。
曲
躬
遮
護
。
更
無
催
意
。

乃
歎

日
。
昔
聞

此
獣
。
死
不
揮
陰
。
今
者
懐
懲
屠
妖
。
輕
命
若
是
。
我
錐
人
也
。
誠
不
及

之
。
悲
働
潜
泣
。
遂
挫
拉
弓
矢
。
即
於
此
地
。
結
構
草
奄
。
誓
求
真
畳
。
割
愛
網
於
人
世
。

委
形
質
於
林
泉
。

獣
押
無
驚
。
禽

馴
不
擾
。
棲
逞
此
谷
。
積
十
鯨
年
。
有

】
神
虎
。
常
口

栩
衛
。
干
時
金
行
運
否
。
水
徳

潜
通
。
五
馬
逸
於
江
湖
。

二
龍

徒
於
河
洛
。
太
和
十
有

八
載
。
六
軍
自
北
租
南
。
陳
萬
騎
於
此
山
。
設
三
駈
之
盛
禮
。
大
縁
既
下
。
此
虎
來
奔
。

猛
以
納
衣
覆
裏
。
安
置
縄
林
之
下
。
逐
者
尋
至
猛
房
前
。
温
涼
緩
詑
。
即
陳
本
意
。
猛

謂
彼

日
。
昔
不
屠
裁
。
在
近
不
遥
。
必
擬
殺
傷
。
定
難
□
得
。
彼
矯
答
猛
。
乃
抱
虎
還
。
璽

虞
崩
骸
。
莫
敢
前
受
。
既
観
希
有
。
遂
以
奏
聞
。
孝
文
驚
其
露
異
。
攣
駕
親
囑
。
素
崇
玄

化
。
是
用
弥
段
。
庶
施
蕨
事
。
笈
詔
立
寺
。
以
此
谷
四
面
山
勢
。
状
類
城
痺

。
因
此
給
額
。

名
天
城
寺
。
次
有

沙
門
法
上
者

。
汲
郡
朝
歌

人
也
。
業
行
優
裕
。
聲
聞

天
朝
。
興
和
三
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年
。
大
將
軍
尚
書
令
高
澄
奏
。
口
口
郭
爲
口
□
沙
門
都
維
那
。
居
大
定
口
寺

而
充
道
首
。
既

非
所
好
。
僻
樂
幽
閑
。
不
違
所
請
。
移
居
此
寺
。
澄
又
別
改
本
号

爲
城
山
寺
焉
。

魏
暦
既
革
。
繹
位
大
齊
。
文
宣
登
極
。
敬
奉
遽
甚
。
天
保

元
年
八

月
。
巡
幸
此
山
。
禮
謁
法
師
。
進
受
菩
薩
戒
。
布
髪

於
地
。
令
師
践
之
。
因
以
爲

大

統
。
既
見
二
水

寺
前
合
流
。
又
改
爲
合
水
寺
焉
。
封
方
十
里
。
禁

人
樵
采
射
猿
。

伍
給
武
官
兵
士

。
守
衛
修
管
。
三
時
視
観
。

四
事
無
閾
。
師
以
什
物
鯨
積
。
口
口

支
提
。
有

一
工
人
忽
然
而
至
。
入
定
思
慮
。
出
観
剤

鏑
。
窮
陶
甑
之
藝
能

。
□
口

鎮
之
微
妙
。
窮
慈

天
之
寳
帳
。
圖
繹
主

之
金
容
。
錐
無
優
之
役
。
龍
種
無
□
口

也
。
自
後
齊
師

失
律
。
鼎
遷
於
周
。
建
徳
六
年
。
武
帝
納
張
賓
邪
諌
。
先
腰
繹
□
。

郭
城
三
縣
二
千
蝕
寺
。
限
十

日
並
使
墳
除
。

此
寺
干
時
亦
同
殿
滅
。
頼
口

者
深
重
三
寳
。

不
忍
全
除
。
錐
奉
厳
勅
。
綾
焼
欄
櫨
階
瑚
。
折
去
露
盤
倦
掌
而

己
。
是
以
齊
國

露
　
。
此
塔
猫
存
也
。
自
後
周
氏
無
道
。
神
器
授
随
。
文
皇

践
酢
。
大
弘
佛
法
。
開
皇

二
年
十
月
十
五
日
。

下
勅
修

理
。
度
人
配
住
。
改

名
爲
修
定
寺
。
封
彊
鯛
給
。

一
同
齊

日
。
皇
朝
武
徳
七
年
。

又
被
省
塵
。
至

貞
観
十
年
四
月

勅
。
爲
皇
后
虚
風

日
久
。
未
善

疹
除
。
修
復
摩
寺
。
以
布
福

力
。

天
下
三
百
九
十
二
所
佛
事
院
宇
。
並
好

山
水
形
勝
有
七
塔
者
。
並
以
奮

名
置
立
。
相
州
六
所
。
同
時
得
額
。
均
人
配
住
。
名
修
定
寺
。
故
今
則
因
其
号
也
。

開
元
七
年
歳
次
己
未
律
師
僧
玄
口
建
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【訓
読
】

[序
]

蓋
し
聞
く
な
ら
く
、
赤
騨
西
幸
し
、
声
教
を
隆
周
に
啓
き
①
、
白
馬
東
巡
し
、
霊
儀
を
盛
漢
に
降
す
②
。
図
澄
は
北
適
し
、
威
怒
を
趙
邦

に
息
め
③
、
僧
会
は
南

遊
し
、
邪
諺
を
呉
国
に
止

む
④
。
安
上

は
秦
□

の
乗
を
駅
し
、
令
誉
を
彌
天

に
飛
ば
し
⑤
、
生
公

は
宋
帝

の
宮

に
居
り
⑥
、
芳
猷
を
席
地
に
播
く
。
遂

に
人
王

の

頂
敬
し
、
天
主

の
帰
心
し
、
邸
第

を
脩

め
以

て
金

園

(寺
中

の
庭
園
)
に
擬
し
、
陵
台
を
螢
し
而
し

て
像
設

(仏
像
)
に
模
す
を
致
す
。
八
解

(八
解
脱
)
流
液

し
、
漠
渤
に
注
ぎ
以
て
漣
潴
し
、
七
覚

(七
覚
支
)
敷
栄
し
、
嵩
華

に
冠
し
共
に
峙
す
。
是
を
以

て
金
場
宝

刹

(寺
院
)
、
郊
畿

に
鱗
次
し
、
錫

を
振
る

い
杯

に

乗
り
⑦

、
都
邑

に
羽
栩
す
。

①

周

の
穆
王
が
西
方

に
巡
狩
し
た
と

い
う

『穆

天
子
伝
』

の
記
載

に
基

づ
く

一
節

で
あ
る
。

②
後
漢
明
帝

の
時
代
に
西
方
か
ら
仏
教

が
伝
来
し
、
中
国
最
古

の
寺
院

で
あ
る
白
馬
寺

が
創
建
さ
れ

た
と
す

る
説
話

に
基
づ
く
。
例
え
ば
、

『
洛
陽
伽
藍
記
』

巻
四

.
城
西

.
白
馬
寺
の
項
に
は
、
.白
馬
寺

漢
明
帝
所
立
填

仏
入
中
国
之
殉

寺
在
西
陽
門
外
三
里
御
道
南

帝
夢
金
神
長
丈
六
、
項
北目
月

光
明

恥

金
神
号

日
仏
。
遣
使
向
西
域
求

之
、

乃
得
経
像
焉
。
時
白
馬
負
経
而
来
、
因
以
為
名
。
L
と
あ
る
。

ー

③

図
澄
は
仏
図
澄
。
も

と
は
西
域

の
人
。
西
晋
末

の
永
嘉
四
年

(一一=

○
)
洛
陽
に
入
る
。
西
晋
滅
亡
後
は
前
趙

の
石
勒

.
石
虎
よ
り
厚
遇
を
う
け

る
。

『高

僧
伝
』
巻
九

・
神
異
篇
上
。

④

僧
会
は
康
僧
会
。
先
祖
は
康
居

(サ

マ
ル
カ

ン
ド
)

の
人

で
代

々
天
竺
に
住
す
。
三
国
呉

の
赤
烏

十
年

(
二
四
入
)
、
呉
都
建
業

に
至
り
、

孫
権

に
謁
見
。

こ
れ
が
江
南

の
地
に
仏
僧
が
入

っ
た
最
初

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
後

の
江
南

で
の
仏
教
普

及

の
礎
を
築

い
た
人
物

で
あ

る
。
『
出
三
蔵
記

集
』
巻

十
三
、

『高
僧
伝
』
巻

一
・
訳
経
篇
上
。

⑤

安
上
は
道
安
。
「
秦
□
」

と
は
前
秦

が
裏
陽
を
攻
略
し
た
際
に
捕
ら
え
ら
れ
、
長
安

へ
拉
致
さ
れ
、

そ

の
後

は
長
安

で
前
秦

の
符
堅

の
政
治
顧

問
的

な
役
割

を
果
た
し
て

い
た

こ
と
を

い
う
。
彌
天
と

い
う

の
は
、
裏
陽

に
住
し

て
い
た
頃
、
習
難
歯

と
の
や
り
取
り

の
中

で
、
習
繋
歯

が

「
四
海
習
墾
歯
」

と
称
し
た

の
に
対
し
、
「彌
天
釈
道
安
」
と
答
え
た
と
す

る
故
事
に
よ
る
。

『出
三
蔵
記
集
』
巻
十
五
、

『高
僧
伝
』
巻
五

.
義
解
篇

二
な
ど
。

⑥

生
公
は
竺
道
生
。
劉
宋

・
文
帝

の
信
任
を
得
、
重
き
を
な
す
。
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
十
五
、
『
高
僧
伝
』
巻
七

.
義
解
篇
四
。

「大
唐
鄭
県
修
定
寺
伝
記
」
訳
注
稿



「
大
唐
郭
県
修
定
寺
伝
記
」
訳
注
稿

⑦

「振
錫
」

は
僧
侶

が
錫
杖
を
持

っ
て
出
か
け
る

こ
と
。
「
乗
杯
」

は

『高
僧
伝
』
巻
十

・
神

異
篇
下
に
立
伝
さ
れ
る
杯
度

の
故
事

に
基
づ
く
。
「
杯
度
者
、
不

知
姓
名
。
常
乗
木
杯
度
水
、
因
而
為
目
。
」

「
振
錫
」
「
乗
杯
」
と
も

に
行
脚
す

る
こ
と
。

※
仏
教
関
係

の
碑
文

の
冒
頭
で
は
、
仏
教

の
教
義

に
関
す

る
抽
象
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
往

々
に
し

て
あ
る
。
本
碑

の
冒
頭
の
部
分

は
、
中
国

へ
の

仏
教

の
伝

来
と
そ
れ
以
降

の
普
及

の
様
子

に

つ
い
て
代
表
的
な
僧

の
名
を
あ
げ
な

が
ら
比
較
的
具
体
的
な
事
実
が
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

[僧
猛
に
よ
る
寺

の
創
建
]

わ
か

脩
定
寺

は
、
後

魏

の
蘭
若

(寺
院
)

に
し
て
、
沙
門
釈
僧
猛
の
立

つ
る
所
な
り
①
。
法
師
俗
姓
張
氏
、
少
く
し
て
郭
境
に
遊

び
、
唯
だ
文
猟
に
工
み
な
り
。
道
縁

お
こ

み
ず

か

一
膳
鹿

に
遇
う
。
機

に
応
じ
飲
羽
し

(矢

が
深
く
刺
さ
り
)
、
因
り

て
即
ち
堕
胎
す
。
曲
躬

ら

将

に
発
ら
ん
と
し
、
裳

に
異
徴
を
降
し
、
此
の
山
下
に
於

い
て
、

い

ま

遮
護
」

更
に
催
る
る
の
意
無
』

乃
ち
嘆
じ
て
日
文

豊.
聞
く

此
の
戦

死
す
る
に
陰
を
択
ば
弍

書

雲

を
懐
亦
じ

命
を
楚

じ
る
こ
と
是
く
の
若

捌

し
。
我
人
な
り

と
錐
も
、
誠

に
之
に
及
ば
ず
。
悲
働
濟
汝
し
、
遂
に
弓
矢
を
挫
拉
す
。
即
ち
此
地
に
於

い
て
、
草
苓

を
結
構
し
、
真
覚
を
求

め
ん
と
誓
う
。
愛
網

ー

す

み
だ

(網
に
対
す
る
執
着
)
を
人
世
に
割
き
、
形
質
を
林
泉

に
委

つ
。
獣
押
れ
驚
く
無
く
、
禽
馴
れ
擾
れ
ず
。

①
僧
猛
に

つ
い
て
は
高
僧
伝
な
ど

の
編
纂
文
献

に
は
そ
の
名
は
見
ら
れ
ず
、
詳
し

い
こ
と
は
分
か
ら
な

い
。

※
こ
の
部
分

か
ら
本
題
、
即
ち
脩
定
寺

の
歴
史

に
関
す

る
部
分
に
入
る
。
創
建
者
と
さ
れ
る
僧

猛
が
、

こ
の
地
に
草
庵
を
開
く
に
至

っ
た
経
緯

に
つ
い
て
叙
述

す
る
。

[僧
猛
と
北
魏
孝

文
帝
]

此

の
谷
に
栖
遅
し
、
積

む
こ
と
十
余
年
。

一
神
虎
有
り
、
常
口
栩
衛
。
時
に
金
行
運
否
し
、
水
徳
潜
か
に
通
ず
①
。
五
馬
江
湖
に
逸
れ
、
二
龍
河
洛
に
徒
る
②
。

ゆ

太
和
十
有
入
載

(
四
九
四
)
、
六
軍
北
自
り
南
に
祖
き
、
万
騎
を
此

の
山
に
陳

べ
、
三
駆

(王
者

の
行
う
礼
、
諸
説
あ
り
)

の
盛
礼
を
設
く
③
。
大
縁
既

に
下
り
、

此

の
虎
来
奔
す
。
猛
納
衣
を
以
て
覆
裏
し
、
縄
躰

の
下
に
安
置
す
。
逐
う
者
尋
ね
猛

の
房

の
前

に
至
り
、
温
涼
緩

か
に
詑
り
、
即
ち
本
意
を
陳

ぶ
。
猛
彼
に
謂

い



と
お

て
曰
く
、
若
し
屠
獄
せ
ざ
れ
ば
、
近
き
に
在
り
て
遥
か
ら
ず
、
必
ず
殺
傷
を
擬
せ
ば
、
定
難
口
得
。
彼
矯

め
猛
に
答
う
れ
ば
、
乃
ち
虎
を
抱
き
還
る
、
華
虞
崩
骸

し
、
敢
え

て
前
受
す

る
無
し
。
既

に
希
有
を
賭
れ
ば
、
遂

に
以
て
奏
聞
す
。
孝
文
其

の
霊
異
に
驚
き
、
盤
駕
親
囑
し
、
素

よ
り
玄
化
を
崇

め
、
是
を
用
て
弥

い
よ

さ
か段

ん
な
り
。
蕨

の
事
を
施
す
を
庶

い
、
笈
に
詔
し
て
寺
を
立

つ
。
此

の
谷

の
四
面

の
山
勢
、
状

の
城
埠
に
類
す

る
を
以
て
、
此
に
因
り
て
額
を
給

い
、
天
城
寺
と

　

む

名

つ
く

①
金
行

・
水
徳
。
五
行

に
よ
る
王
朝
交
代
説
で
は
、
晋
は
金
徳
、
北
魏
は
水
徳

に
当
た
る
。
西
晋

の
滅
亡
以
来
、
分
裂
状
況

が
続

い
て
い
た
華
北
地
域

に
統

一

を
も

た
ら
し
た

の
は
北
魏
で
あ

る
た
め
、
晋

か
ら
北
魏

へ
正
当

が
移

っ
た
と
す

る
説
が
採
ら
れ
る
。

②

「
五
馬
逸
於
江
湖
」
は
晋
室

の
南
渡
を
さ
す
。

『晋
書
』
巻
六

・
元
帝
紀

に

「
太
安
之
際
、
童

謡
云
、
五
馬
浮
渡
江
、

一
馬
化
為
龍
。
…
…
、
是
歳
、
王
室

冷
覆
、
帝
与
西
陽

・
汝
南

・
南
頓

・
彰
城
五
王
獲
済
、
而
帝
寛

登
大
位
焉
。
」
と
あ
る
。

「
二
龍
徒
於
河
洛
」

は
前
後

の
文
脈

か
ら
北
魏

の
洛
陽
遷
都
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
龍

が
具
体
的
に
何
を
指
す

か
に

つ
い
て
は
未
詳
。

③
北
魏
孝
文
帝

に
よ
る
平
城

か
ら
洛
陽

へ
の
遷
都

の
前
後

の
出
来
事
を
指
す
。

『
魏
書
』
巻

七
下

・
高

祖
紀

下
に
よ
る
と
、
太
和
十
七
年
、
孝

文
帝

は
南
朝

の

動

征

討
と
称
し

て
八
月
己
丑

に
平
城
を
出
発
し
、
九
月
庚
午
に
は
洛
陽
に
到
達
す
る
。
群
臣

の
諌

め
に
よ
り
、
南
朝
討
伐

は
取
り
止

め
と
な

る
が
、

こ
れ
は
当

ー

初

か
ら
帝

の
企
図
し
て

い
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
そ

の
ま
ま
洛
陽

に
と
ど
ま
り
都
と
す

る
。
そ

の
後
、
郭

の
地

へ
と
巡
幸
し
宮
殿
を
建
設
し

て
、
翌
年

の
正
月

を

鄭
の
宮
殿

に
お

い
て
迎
え
た
。

こ
こ
で
の
記
述
は
そ
の
こ
ろ

の
出
来
事

で
あ
ろ
う
。

※

い
よ

い
よ
国
家

と
の
関
係
に
関
す
る
記
述
に
入
る
。

こ
の
部
分
は
、
孝
文
帝

の
漢
化
政
策

の

一
環
と
し
て
北
魏
王
朝
が
洛
陽

へ
遷
都
し

た
前
後

の
事
柄

が
中

心
と
な
る
。
孝
文
帝
政
権
下

で
は
鄭

の
地
も
重
視

さ
れ
、
宮
城

が
造
営

さ
れ

た
が
、

こ
の
寺
も
尊
崇
を
受
け
、
「
天
城
寺
」

の
名
を
賜

っ
た
。

[法
上
と
東
魏

・
北
斉
朝
廷
]

次

に
沙
門
法
上
な

る
者
有

り
、
汲
郡
朝
歌

の
人
な
り
①
。
業
行
は
優
裕

た
り

て
、
声
は
天
朝
に
聞

こ
ゆ
。
興
和

三
年

(五
四

一
)
、
大
将
軍
尚
書

令
高
澄
奏
す
ら

ね
が

く
、
□
□
郭
為
□
□
沙
門
都
維
那
②
、
大
定
□
寺
に
居
り
道
首

に
充

て
ら
れ
よ
③

、
と
。

既
に
好

む
所
に
非
ざ
れ
ば
、
辞
し
て
幽
閑
を
楽
う
。
請

う
所

に
違
わ
ず
、

移
り
て
此

の
寺

に
居
る
。
澄
又
別
に
本
号
を
改
め
て
城
山
寺

と
為
す
。
魏
暦
既

に
革
ま
り
、
位
を
大
斉

に
禅
る
。

文
宣
登
極
し
、
敬
奉
す

る
こ
と
途

い
よ
甚
し
。

「
大
唐
鄭
県
修
定
寺
伝
記
」
訳
注
稿



「大
唐
郭
県
修
定
寺
伝
記
」
訳
注
稿

天
保
元
年

(五

五
〇
)
八
月
、
此
の
山
に
巡
幸
し
、
法
師

に
礼

謁
し
、
進
み
て
菩
薩
戒
を
受
く
。
髪
を
地

に
布
き
、
師
を
し

て
之
を
践
ま
し
め
、
因
り
て
以
て
大

統

と
為
す
。
既

に
二
水

の
寺
前
に
合
流
す

る
を
見

れ
ば
、
又
改

め
て
合
水
寺

と
為
す
。
封
は
方
十
里
、
人

の
樵
采
射
猟
す

る
を
禁
じ
、
侃
お
武
官
兵
士
を
給
し
、

守
衛
修

営
せ
し
む
。
三
時

(
一
日
中
)
視
観
し
、
四
事

(飲
食

・
衣
服

・
臥
具

・
湯
薬
)
閾
く
る
無

し
。
師
は
什
物

の
余
積
を
以
て
、
□
□
支
提
す
。

一
工
人
忽

え

然

と
し
て
至

る
有
り
、
入
り

て
思
慮

を
定

め
、
出

で
て
創
鏑
を
観
、
陶
瓢

の
芸
能
を
窮
め
、
口
鎮

の
微
妙
を
口
す
。
慈
天

の
宝
帳
を
写
し
、
釈
主

の
金
容

を
図
が

く
。
無
優

の
役

と
錐
も
、
龍
種
口
口
無
き
な
り
。

①

法
上
は

『
続
高
僧
伝
』
巻
八

・
義
解
篇
四
に
立
伝
さ
れ

る
が
、

こ
の
部
分

の
碑
文

の
記
述

は

『続
高

僧
伝
』

と
酷
似
し

て
お
り
、
『
続
高
僧
伝
』
或

い
は
そ

れ
と
同
系

統
の
史
料
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②

『
階
書
』

巻
二
七

・
職
官
志
中

の
北
斉

の
官
制
を
記
し

た
部
分
よ
り
仏
教
関
係

の
事
柄
を
掌

る
官
署

で
あ

る
昭
玄
寺

の
部
分
を
引
用
す
る
。
「
昭
玄
寺
、
掌

諸
仏
教
。

置
大
統

一
人
、
統

]
人
、
都
維
那
三

人
。
亦
置
功
曹

・
主
簿
員
、
以
管
諸
州
郡
県
沙
門
曹
。
」
法
上

は
東
魏
時
代

に
昭
玄
寺

の
都
維

那
と
な
り
、

さ
ら
に
北

斉
に
な

っ
て
長
官

で
あ
る
大
統

の
地
位

に
上
り
、
仏
教
界

の
頂
点
に
立

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

沙
門

の
上

の
二
字

に
関

し
て
上

の
文
字

に
日

へ
ん

が
確
認

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く

「
昭
玄
」

と
入
る

の
で
あ
ろ
う
。

③

大
定

□
寺

に

つ
い
て
は
、
『続
高
僧
伝
』
法
上
伝

に

「末
勅
住
相

州
定
国
寺
、
而
容
徳
顕
著
、
感

供
煩
多
。
所
得
世
利
、
造

一
山
寺
、
本
名
合
水
、
即
郭
之

西
山
、
今

所
謂
修
定
寺
是
也
。
」

と
あ
り
、
法
上
が
合
水
寺

に
移
る
前

に
住
し
て

い
た
の
が
定
国
寺

で
あ

る
こ
と
か
ら
、
判
読
不
能

の
部
分

に

「
国
」
字

が

入
る
と
考

え
ら
れ
る
。

※
北
朝

が
東

西
に
分
裂
し
た
時
代

へ
と
移
る
が
、
鄭

の
地
は
東
を
支
配
し

た
東
魏

・
北
斉

の
都

で
あ

っ
た
。
碑
文

の
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
本
寺

は
都

城
か
ら

は
や
や
離
れ
た
郊
外

の
山
中

(清
涼

山
)

に
存
立
し
て

い
た
。
仏
教
重
視

の
政
策

が
と
ら
れ
て
い
た
時
代
と

い
う

こ
と
も
あ

っ
て
、
国
家

の
援
助

に

よ
り
寺

の
勢
力
は
大

い
に
拡
張
し
た
よ
う
で
あ

る
。
法
上

は
東
魏

の
最
高
権
力
者

で
あ

っ
た
高

澄
の
尊
崇

を
受
け
、
鄭
都
で
沙
門
都
維
那

の
地
位
を
得

て
、

大
定
国
寺

の
道
首
と
な
る
よ
う

取
り
計
ら
わ
れ

た
が
、
そ
れ
を
辞
し
希
望

に
沿

っ
て
本
寺

へ
と
移

っ
た
。
高
澄

は
本
寺

に
対
し
て

「
天
城
寺
」

の
号
を
賜

っ

た
。
既

に
禅
譲
を
経
て
北
斉

へ
と
王
朝
が
交
代
し

た
後
は
、
高
澄

の
弟

で
あ
る
高
洋
す
な
わ
ち
文
宣
帝

の
厚

い
信
仰
を
受
け
、
帝

に
菩
薩
戒
を
授
け
た
。

こ

の
後
、
法
上
は
昭
玄
寺
大
統

と
な
り
、
本
寺

は

「
合
水
寺
」

と
改
称
さ
れ
、
北
斉
朝
か
ら
厚
遇
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
。
時

の
仏
教
界

の
最
有
力
者
で
あ

っ

(20)



た
法
上
が
住
し
て

い
る
こ
と

こ
そ
、
本
寺

の
隆
盛
を
象
徴
し
て

い
る
。

[
北
周

の
廃
仏
]

自
後

斉
師
律
を
失

い
、
鼎
は
周

に
遷

る
。
建
徳
六
年

(五
七
七
)
、
武
帝

張
賓

の
邪
諌
を
納
れ
、
先

に
釈
□
を
廃
す
①

。
鄭
城
三
県
二
千
余

寺
②
、
+
日
を

限
り
並
び
に
墳
除
せ
し
む
、
此

の
寺
も
時

に
亦
た
同
じ
く
殿
滅
す
。
頼
口
者

深
く
三
宝
を
重
ん
じ
、
全
除
す
る

に
忍
び
ず

、
厳
勅
を
奉
ず
る
と
錐
も
、
緩
か
に

欄
櫨
階
瑚
を
焼
き
、
露
盤
仙
掌
を
折
去
す

る
の
み
。
是
を
以
て
斉
国

の
霊
　
、
此

の
塔
独
り
存
す

る
の
み
な
り
。

①
北
周
武
帝

に
よ
る
廃
仏
は
、
道

士

の
張
賓
、
も
と
は
仏
僧

で
あ

っ
た
衛
玄
嵩

の
勧

め
に
よ
り
、
建
徳

三
年

に
開
始
さ
れ
た
。
同
六
年

に
は
、
北
周

が
北
斉
を

併
合
し
、

旧
北
斉
領
域
に
も
廃
仏

の
影
響
が
及
ん
だ
こ
と
は
、
本
碑
に
も
叙
述
さ
れ

る
と
お
り
で
あ
る
。

②
北
斉

の
都
で
あ
る
鄭
に
置
か
れ
た
三
県
と
は
、
郭

・
臨
潭

・
成
安

を
指
す
。
『
階
書
』
巻

二
七

・
百
官
志
中

の
北
斉

の
官
制

の
項

に
お

い
て
、

こ
の
三
県

の

官
に

つ
い
て
職
掌

が
記
さ
れ
て

い
る
.

⑳

※
北
周

に
よ
り
北
斉

が
併
合

さ
れ
、
廃
仏
が
旧
北
斉
領
域
に
も
及
び
、
本
寺
も
そ

の
影
響
を
被

る
こ
と
に
な
る
。
当
時

の
仏
教
界
に
大
き
な
衝
撃
を
も

た
ら
し

ー

た
北
周

の
武
帝

の
廃
仏

に
関

し
て
は
編
纂
文
献
に
も
詳
し

い
記
述

が
あ
り
、
既
に
多
く
論
じ
ら
れ
て

い
る
と

こ
ろ
で
は
あ

る
が
、
各
種

の
石
刻
史
料

に
も

こ

の

一
大
事
件

に
関
し

て
触
れ
て

い
る
も

の
が
あ
り
、
編
纂
文
献
で
は
知
り
得
な
か

っ
た
情
報
も
含

ん
で

い
る
た
め
先

行
研
究

を
補
訂
し
う

る
。
「
北
斉

の
霊

跡
で
は
、

こ
の
塔

の
み
が
残

っ
た
」

と
す
る
記
述

に
は
、

い
さ
さ
か
誇
張
も
あ
ろ
う

が
、

旧
北
斉
領
域
内

に
お
け
る
廃
仏

は
、
そ
れ
ほ
ど
徹
底
し

て
行
わ
れ

た
も

の
で
は
な

い
と
す
る
議

論
も
な
さ
れ

て
お
り
、
そ
う
し
た
状
況
を
裏
付
け
る
史
料
に
も
な
り
う

る
。

[
階

の
復
仏
]

自
後

周
氏
無
道

に
し
て
、
神
器
階
に
授
く
。
文
皇
践
酢
し
、
大

い
に
仏
法
を
弘
む
。
開
皇
二
年

(五
入

二
)
十
月
十
五
日
、

し
配
住
せ
し
め
、
修
定
寺

と
為
す
。
封
彊

賜
給

は
、

一
に
斉
日
に
同
じ
。

※
階
文
帝

に
よ
る
仏
教
復
興
政
策
に
よ
り
、
本
寺
も
修
復
さ
れ
、

こ
の
時
初

め
て
寺
号
を

「
修
定
寺
」

と
し
た
。

勅
を
下
し
修
理

せ
し
め
、
人
を
度

「大
唐
郭
県
修
定
寺
伝
記
」
訳
注
稿



「
大
唐
鄭
県
修
定
寺
伝
記
」
訳
注
稿

[唐
武
徳

・
貞
観

期

の
仏
教
政
策

と
修
定
寺
]

皇
朝
武
徳
七
年

(六
二
四
)
、
又
省
廃

せ
ら

る
①

。
貞
観
+
年

(六
三
六
)
四
月

に
至
り
救
す
ら
く
、
皇
后
虚
風
日

々
久
し
く
、
未

だ
善

く
疹
除

せ
ざ
る
が
為
に
、

廃
寺
を
修
復
し
、
以
て
福
力
を
布
か
ん
。
天
下
三
百
九
十
二
所

の
佛
事
院
宇
、
並

び
に
山
水
形
勝
好
く
七
塔
有
り
し
者
、
並

び
に
旧
名
を
以
て
置
立
せ
よ
、

と
②
。

相
州

の
六
所
、
時
を
同
じ
く
し
て
額
を
得
。
人
を
均
し
く
配
住
せ
し
め
、
名
を
改

め
て
修
定
寺

と
為
す
。
故

に
今
則
ち
其

の
号

に
因
る
な
り
。

開
元
七
年
歳
次
己
未
律
師
僧
玄
口
建

①
武
徳
末
年

に
は
、
仏
教

・
道
教

の
抗
争

が
激
化
し
、

そ
の
後
双
方

に
対
し

て
教
団
整

理
が
行

わ
れ

て
い
る

(
『
旧
唐
書
』
巻

一
.
高
祖
本
紀
な

ど
に
掲
載
さ

れ
る
武
徳

九
年
四
月
辛
巳

の

「
沙
汰
仏
道
詔
」
)
。
年
代
的
に
は
や
や
早

い
が
、

こ
の
時

の
修
定
寺

の

「
省
廃
」
も
、

そ
の

一
環
で
あ

る
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。

②
太
宗

の
皇

后
で
あ
る
長
孫
氏

は
貞
観
十
年
六
月
己
卯

に
病

の
た
め
崩
御
し
た
。
皇
后

の
病
が

い
よ

い
よ
重
く
な

っ
た
時
、
平
癒
を
祈

る
形
で
寺
院

の
復
興
を

行

っ
た
と

い
う
記
録
は
正
史
を

は
じ
め
と
す
る
編
纂
文
献
か
ち
は
確
認

で
き

な

い
。
但
し
、
『
金
石
葦
編
』
巻
八
十
四
な
ど
に
収
載

さ
れ
る
太
原
府
交
城
県

の

、
石
等

鉄
彌
勒
黛

L

に
も
、
文
徳
白
着

の
病
平
癒
を
願

っ
て
供
養

を
行

っ
た
と

の
記
述

が
あ
る
.

劉

※
唐
初

の
武
徳

・
貞
観
期
は
仏
道

の
間
で
激
し

い
議
論

が
交

わ
さ
れ
、
国
家

の
仏
教

に
関
す

る
政
策
も
大

い
に
揺
れ
動

い
た
時
期
で
あ

る
が
、
修
定
寺

の
興
廃

ー

の
状
況
か
ら
も
そ

の
こ
と
は
窺
わ
れ
る
。
な
お
、
碑

が
建

て
ら
れ
た
の
は
開
元
七
年

で
あ

る
が
、
修
定
寺
に
関
す
る
事
件

の
記
載

は
貞
観
十
年

で
終
わ

っ
て

お
り
、
碑
文
は

「
今
は
そ

の
と
き

に
名

づ
け
ら
れ
た
寺
号

に
よ

っ
て

い
る
」

と

い
う

形

で
締

め
く
く
ら
れ
て

い
る
。
貞
観
十
年
以
降
、
開
元
七
年
以
前

は
脩

定
寺

に
大
き
な
変
化
が
な
か

っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ
る
。


